健障福第４２６号　
平成30年５月２２日　
指定特定相談支援事業所　　管理者　各位
指定障害児相談支援事業所　管理者　各位
横浜市健康福祉局障害福祉部長　
横浜市こども青少年局こども福祉保健部長　
指定特定及び指定障害児相談支援事業所に対する集団指導の実施について（通知）

日頃から、本市の障害福祉行政にご協力いただき、誠にありがとうございます。

　このたび、障害福祉サービス等の適正な事業実施に向けて、横浜市に所在する指定特定及び指定障害児相談支援事業所を対象として、次のとおり集団指導を実施します。
つきましては、関係職員のご出席をお願いいたします。
１　日時・会場
　　平成30年７月２日（月）10時～17時　※受付は９時30分より行います。
　　横浜市健康福祉総合センター４階ホール（横浜市中区桜木町1-1）
２　出席者

　　管理者又は相談支援専門員、請求事務を行う職員等

３　内容（予定）

　(1) 障害福祉サービスの動向と計画相談支援の推進に向けた取組について
(2) 障害福祉サービスの概要及び改正点等について

(3) 必要な届出等について

　(4) 給付費の算定について
　(5) 請求事務について
  (6) その他
４　申込票の提出について

　　別紙申込票に必要事項をご記入の上、健康福祉局障害福祉課あてにＦＡＸでご提出ください。　
　【締切：平成30年６月11日（月）必着】
５　当日の持ち物について
　(1)　提出済みの「出席申込書兼出席票」

受付で提出していただきますので、印刷の上お持ちください。

(2)  説明資料
集団指導の約１週間前（平成30年６月25日頃）に、「障害福祉情報サービスかながわ」の「書式ライブラリ」＞「２．横浜市からのお知らせ」＞「①横浜市からのお知らせ」に掲載します。
当日は、各自説明資料を印刷の上、ご持参いただきますようお願いします。
６　その他

会場へは公共交通機関でお越しください。
（お問合せ）


横浜市健康福祉局障害福祉課


吉原・和栗・野村


TEL:045-671-3602／FAX:045-671-3566

















